
 

１１.事業継続計画について 

業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合

でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業

務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を

実施するものとします。 

１２．当施設のサービスの方針等 

（１）事業の目的     

指定居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念の基づき要介護状態とな

った場合においても利用者が可能な限り居宅において、その有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的

とします。 

（２）施設の運営方針 

   市町村、他の指定居宅介護支援事業者、サービス事業者および介護保険 

施設等の連携を図り、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場

に立った指定居宅サービス等が総合的かつ効果的に提供されるよう、公

平中立な居宅介護支援を行います。 

（３）営業日および営業時間 

   営業日  月曜日から土曜日  

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分（土曜日午後 12時 30 分） 

休日   日曜日 祝日 年末年始 その他 

１３．当法人の概要 

法 人 の 名 称 医療法人 健仁会 

代表者の役職及び氏名 理事長 秋元 登志夫 

所 在 地 
〒９６６－０８５０ 

福島県喜多方市字下川原８２９０番地 12 

電 話 番 号 ０２４１－２１－１５１５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２４１－２１－１５９９ 

【説明確認欄】  

年  月  日 

  サービス契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明いたしました。 

   事業所  名 称  秋元居宅介護支援事業所 

        説明者                印 

サービス契約の締結にあたり、重要事項の交付を受け、説明を受けましたの

で同意します。 

   利用者  氏 名                印 

   代理人または立会人（指名した場合） 

        氏 名                印 
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重要事項説明書（居宅介護支援） 
 

１．事業所の概要 

事 業 所 名 秋元居宅介護支援事業所 

所 在 地 福島県喜多方市字下川原８２９０番地１６ 

電 話 番 号  ０２４１－２１－１６１６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０２４１－２１－１５８０ 

開 設 年 月 日  平成１２年４月１日 

介護保険事業所番号  第０７７０８００２２５号 

管理者及び連絡先 
氏  名 連 絡 先 

武田 順子 ０２４１-２１-１６１６ 

通 常 実 施 地 域 喜多方市、北塩原村 

２．事業所の職員体制等                 

（令和 6年４月１日現在） 

職種 従事するサービスの内容等 常勤 非常勤 合計 

管 理 者 

事業所の従業員の管理及び

業務の実施状況の把握及び

業務の管理を一元的に行う。 

１名 ０名 １名 

介護支援専門員 

利用者およびその家族との

面接、生活相談、利用者の申

し込みの調整、利用者の介護

支援計画の作成などの管理

に努める。 

２名以上 0 名 ２名以上 

３．サービスの内容 

種  類 内        容 

 
居宅サービス

計画の作成 

自宅において日常生活を営むために必要なサービスを

利用できるよう、心身の状況等を勘案して、利用するサ

ービスの種類、内容および担当する者等を定めた居宅サ

ービス計画を作成します。 

 

居宅サービス

計画作成後の

便宜の供与 

ご契約者および家族そして指定居宅サービス事業者と

の連携を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を

把握し、サービス事業者等との連絡調整を行います。 

 
居宅サービス

計画の変更 

ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、ま

たは事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断し

た場合は、ご契約者と事業者双方の合意に基づき、居宅

サービス計画を変更します。 
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介護保険施設

への紹介 

ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難と

なったと認められる場合、介護保険施設への入所を希望

する場合には、介護保険施設への紹介その他便宜の提供

を行います。 

 申請代行 
介護認定の申請やその他介護保険サービスを利用する

にあたり必要な申請手続きの代行を行います。 

４．複数のサービス提供事業所等の紹介 

（１）利用者は介護支援専門員に対して複数のサービス提供事業者等の紹介を求

めることができます。 

（２）利用者は介護支援専門員が居宅サービス計画に位置付けたサービス提供事

業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

５．利用料等 

   利用するサービスの内容および利用料等は次のとおりです。 

   居宅サービス計画作成費については、介護保険法令の介護報酬基準上の額

になります。 

（１）介護保険給付対象サービス利用料 

基本額 
要介護１・２ １，０８６単位/月  

要介護３・４・５ １，４１１単位/月  

加算額 初回加算額  ３００単位/月  

 入院時情報連携加(Ⅰ)（Ⅱ） (1)250 単位(Ⅱ)200 単位/月  

 退院・退所加算 
(1)（イ）450単位(ロ)600単位 

(Ⅱ)（イ）600単位(ロ)750 単位  

(Ⅲ)900単位  

 通院時情報連携加算 50 単位/月 

 

    ※要介護認定を受けられた方は、介護保険より全額給付されるため自己

負担はありません。 

    ※保険料の滞納により法定代理受領ができない場合は、全額自己負担に

なります。その際は、サービス提供証明書を発行致します。後日、サ

ービス提供証明書を市町村に提出しますと全額払い戻しを受けられ

ます。 

（２）交通費 

    通常実施地域の利用者は、交通費の自己負担はありません。    

６．相談・要望・苦情等の窓口 

（１） 居宅介護支援事業所は、居宅介護支援に関する相談と苦情、居宅サービ

ス計画に基づいて受ける各サービスについてのご相談と苦情を承ります。 

所在地     福島県喜多方市字下川原８２９０番地１６ 

   電話番号    ０２４１－２１－１６１６ 

ＦＡＸ     ０２４１－２１－１５８０ 

   受付時間    平日 午前９時～午後５時                   

窓口担当者   武田 順子 
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（２）次の公的機関においても相談および苦情の申し出ができます。 

会津保健福祉事務所 

 

所在地  会津若松市追手町７－４０ 

電話番号 ０２４２－２９－５２７２ 

喜多方市役所 

高齢福祉課介護保険係 

所在地  喜多方市御清水東７２４４-２ 

電話番号 ０２４１－２４－５２３１ 

北塩原村 所在地  耶麻郡北塩原村大字北山 

      字姥ケ作３１５１ 

電話番号 ０２４１－２３－３１１１ 

福島県国民健康保険団体連

合会 

介護保険課 

所在地  福島市中町３－７ 

電話番号 ０２４－５２３－２７０２ 

福島県運営適正化委員会 

苦情解決部会 

所在地  福島市渡利字七社宮１１１ 

電話番号 ０２４－５２３－２９４３ 

７．事故発生時の対応 

（１）サービス提供により、事故が発生した場合は、速やかに家族や市町村（保

険者）に連絡するとともに、その他必要な場合には、主治医に連絡を取る

など必要な措置を講じます。 

（２）サービス提供にあたって、当事業所の責に帰すべき理由により生命、身

体および財産等に損害を及ぼした場合には、誠意をもって対応致します。 

８．秘密保持及び個人情報の利用 

（１）事務上知り得た利用者およびその家族の個人情報を保持し、従業者でな

くなった後においてもこれらの個人情報を保持します。 

（２）利用者および利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者およびその家族の個人情報を用いることは

ありません。 

（３）介護支援専門員が必要な場合には、利用者の同意を得ない限り、主治医

および歯科医師の意見を求めることはありません 

 

９．虐待の防止について 

  当事業所は利用者の人権の擁護、虐待防止等のため必要な体制の整備を行

うとともに、従業者に対して研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１０．損害賠償について 

  事業者の責任により、ご契約に生じた賠償については、事業者は速やかに

その損害を賠償致します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害賠償の発生について、ご契約者の故意または過失が認め

られる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認めら

れる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 
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